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―― 会員募集中です。（詳細は TEL 3388－6896  中野法人会事務局まで）――

第42回初歩の簿記講習会・第2回パソコン会計セミナーは、同封のご案内をご覧下さい。（申込受付中！） 

掲　示　板 （5～7月行事予定表） 
月　　日 時　　間 備　　　考 会　　　場 内　　　　　　　　容 

終了後：役員会 

終了後：役員会 

終了後：懇親会 

会長・佐藤 
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10・11・12日 

12日� 
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13日・14日 

18日� 
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19日� 

1日� 

11日� 

17日・18日 

23日� 

24日� 

25日� 

※無料法律相談（先ずはTELして下さい。） 

正副会長・総務・事業合同役員会 

（第１部）第８回通常総会 

（第２部）感謝状贈呈式 

（第３部）懇親パーティー 

花と緑の祭典２０１９春 

（東京青年会議所）第４３回わんぱく相撲中野区大会 

決算法人説明会 

新設法人説明会 

◆東法連・理事会 

※無料法律相談（先ずはTELして下さい。） 

書き方説明会 

女性部会・第３２０回研修会 

源泉研究部会・第３８９回研修会共催：税制税務委員会） 

青年部会・第５３３回研修会 

中野税務懇談会 

第４２回初歩の簿記講習会（Aコース） 

◆東法連・理事会（通常総会） 

◆東法連・感謝状及び記念品贈呈式 

◆東法連・（臨時総会）＆祝賀会 

第４２回初歩の簿記講習会（Bコース） 

正副会長会 

理事会 

決算法人説明会 

第６９回社会を明るくする運動（駅頭PR活動） 

源泉研究部会・役員会 

生活習慣病健診 

第２回はじめてのパソコン会計体験セミナー 

決算法人説明会 

新設法人説明会 

法 人 会 館  

 

 

 

 

中野四季の森公園 

中 野 体 育 館  

法 人 会 館  

法 人 会 館  

全法連会館4階 

法 人 会 館  

法 人 会 館  

法 人 会 館  

法 人 会 館  

法 人 会 館  

署・会議室他  

法 人 会 館  

明 治 記 念 館  

明 治 記 念 館  

明 治 記 念 館  

法 人 会 館  

法 人 会 館  

法 人 会 館  

法 人 会 館  

サンプラザ前・JR中野駅周辺 

 

中野サンプラザ7F 研修室 

弥生�セミナールーム 

法 人 会 館  

法 人 会 館  

13：00～17：00 

15：15～15：25 

16：00～17：00 

17：15～18：00 

18：10～19：40 

10：00～16：00 

8：30集合 

13：30～15：30 

13：30～15：30 

15：00～16：00 

13：00～17：00 

13：30～16：00 

14：00～15：30 

14：00～15：30 

17：00～18：00 

16：00～17：00 

13：30～15：30 

15：00～16：00 

16：00～17：00 

17：00～18：00 

13：30～15：30 

10：30～11：00 

11：00～12：00 

13：30～15：30 

13：00～  

17：00～18：00 

9：30～14：00 

13：30～16：00 

13：30～15：30 

13：30～15：30

中 野 サ ン プ ラ ザ  
13F スカイルーム 

中 野 サ ン プ ラ ザ  
13F スカイルーム 

中 野 サ ン プ ラ ザ  
13F スカイルーム 

中 野 サ ン プ ラ ザ  
13F コスモルーム 

ウェストフィフティーサード 
日 本 閣  

2019　VOL.226「新入会員特別研修会・交流会」を開催 5月号の目次 5月号の目次 5月号の目次 
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１０・１１ 
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１４・１５ 
１６ 
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活発な社会貢献活動（確定申告・駅頭PR活動） 
福利厚生事業（ボウリング大会）を実施 
（お知らせ）無料法律相談 
知っとくと得情報（税の豆知識：山岡先生） 
知っとくと得情報（税務のポイント）（軽減税率制度） 
中野区だより（中野区役所）（中野区観光協会） 

（ナカノプラプラ）（東商：マル経融資案内） 
税務署だより＆都税だより 

本部だより（事業承継セミナー）「自主点検シート入門編PR」 
　　　　　（第３３回中野通り桜まつり）＆（通常総会案内） 
新入会員特別研修会（参加された皆様）＆交流会 
平成３０年度・新入会員紹介＆東法連・全法連関係 
支部だより（役員会を開催）春の税務研修会日程＆（第９・１０支部） 
部会だより（女性部会・源泉研究部会・青年部会） 
活発な社会貢献活動（中野ランニングフェスタ２０１９） 
経営者大型総合保障制度PR

・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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●表紙（写真説明）…第17回フォト・コンテスト入賞『渓流と空ととSL』（秩父鉄道：和銅黒谷） （有）ケイエステイ機材　中妻　　尚 氏

発行所 （公社）中野法人会　〒165－0026  東京都中野区新井2－33－6 電話（3388）6896 FAX（3388）2550 e-mail  houjin@onyx.dti.ne.jp
編集：広報委員会　印刷：友美堂 〒164－0013  東京都中野区弥生町6－5－7 電話（3381）1423 FAX（3381）1743
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―― 会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

中野法人会の 中野法人会の お気軽にどうぞ！！  
（まずはお電話を…） 無 料 法 律 相 談 

柴野様 

大同生命のお二人 

小田署長様 渕野副署長様 今野統括官様 馬場上席様 

～～ 会場のサンプラザホール ～～ 滝口実行委員長 さあ、優勝目指して…！ 

～～～～～～～ 早朝から応援して頂いた皆様 ～～～～～～～ 

～ 19レーンを使用して盛会裏に終了！ ～ 

宮島会長 優勝：古屋様 川村氏 飛田氏 清田氏 櫻井氏 村田氏 

山田様 内山氏 矢島副会長＆村田様 谷津様 中締：新井氏 

滝口氏 根本様 

2月18日  “確定申告”e-Taxの利用促進をPR（JR中野駅頭） 

2月15日  ボウリング大会（於：サンプラザボウル） 

実施日時：5/7�、6/4�、7/3�、8/1�　13：00～17：00（相談時間は、1案件：45分） 
TEL：03－3388－6896　FAX：03－3388－2550（担当）佐藤・三國 

活発な社会貢献活動を展開 !!活発な社会貢献活動を展開 !!
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―― 会員募集中です。（詳細は TEL 3388－6896  中野法人会事務局まで）――

今回の知っとくと得情報は、いつもの「税の豆

知識」から離れて、平成30年11月16日、パリ郊外
で開会された国際会議「国際度量衡総会」におい
て、質量の単位キログラム（�）、アンペア（電
流）など四つの単位の定義改定案が承認されたこ
とについて説明します。
世界共通の単位のルール「国際単位系（SI）」は、
７つの基本単位（長さ・質量・時間・電流・熱力
学温度・物質量・光度）を定めています。今回の
見直しで日常生活に直接の影響はありませんが、

単位は、日常生活における基本となることですの

で、覚えておいていただけると幸いです。

単位は、社会と計測技術の発展とともに、その
姿を変えて来ました。近代以前は、手や足の大き
さ、穀物の質量などを基準にしたものが多く、地
域や統治者によってもバラバラでした。世界で交
易が盛んになると、単位の違いが取引の障壁とな
って来ました。
そこで国や地域を超えても共通して使える単位

を目指し、フランスが18世紀末にメートル法を制

定し、１メートルを「北極点から赤道までの子午

線を1000万分の１にした長さ」、１キログラムを

「水１リットルの質量」と、人類共通のものを使

って決めました。

1875年には同法を国際的に確立するために、17

か国によってメートル条約が締結され、89年には、
当時の最高水準の冶金技術で作った質量や長さが
変わりにくい「キログラム原器」「メートル原器」
という人工物が基準になりました。
その後、真空中の光の速度など不変の値を用い

た定義に置き換わっていくことになります。

人間はいつからか数を数えることを始め、いく

つかの量を計るようになりました。その最初の量

は時間だったようです。それには昼夜、月の満ち

欠けという自然の標準がありました。次に人は農

業を適切に行うために測定を詳しくする必要から、

天体の位置を角度という量に結び付けました。

古代スメル人は１日を24時間、また円周を360

度に分けたといわれており、それを受け継いだ古

代バビロニア人によって体系化されました。彼ら

は60進法が10進法よりたくさんの数で割り切れる

などの便利さを知っていました。

�時間（分、秒）
秒という単位の最初の基準は人間の脈拍と思わ

れます。そしてこれは太陽がその視直径分（0.5

度）だけ動く時間（正確に２分）に結び付けら

れ、この時間を天秤、分銅と水時計により計り

ました。古代エジプトの天秤は0.1�の精度があ

りました。

�長さ（キュービット）
長さの計量も時間とともに始まりました。そし

て初期の基準は人の手足であり、古代オリエン

トの基本的な単位は「キュービット」で、肘か

ら中指の先までの長さ500�前後です。この２

倍のダブルキュービットはピラミッドの建設や

ノアの方舟にも使われ、ギリシャ、ローマ時代

を通じて全ヨーロッパに普及しました。

（参考）

ルーブル博物館に保存されているスメル王グデアの

坐像（紀元前2170年）にキュービット（496�）が

刻まれています。

�質量（グレーン）
質量の単位は洋の東西を問わず古代文明発祥地

域の主食である穀物にとられました。古代バビ

ロニア人は180粒の小麦を標準にしました。こ

れを「シケル」と言い、１粒が「グレーン」で

これは今のヤードポンド法に残り、7000グレー

ンが１ポンドです。60シケルがミナで約500ｇ。

この２倍の「重いミナ」がほぼ１�です。

古代中国では黄河流域の秬黍（くろきび、コー

リャン）が基準になっており、100粒が銖（しゅ）、

24銖が両（りょう）、16両が斤（きん）で、今

日まで伝えられています。

［参考文献］

「国際単位系（SI）への道」 小泉袈裟勝著

単位の定義基準の変遷　

＝税の豆知識＝ 知っとくと　　　  情報 得 

税理士 

山　岡　修　治 
〒101－0047 
千代田区内神田１－２－２ 
　　　　　小川ビル７階 
神田合同税理士事務所 
TEL  03（3518）2711� 
FAX  03（3518）2712 
携帯  090（2212）0306 
e-mail  higumasy@d6.dion.ne.jp 

＝税の豆知識＝ 知っとくと　　　  情報 得 

古代人の計量とその流れ
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―― 会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

今回は、質量（kg)、電流（A）、温度（K）、物
質量（mol）の四つの定義が根本的に改定され、残
りの長さ（m）、時間（S）、光度（cd）については、
定義は本質的にはこれまでと同じですが、表現が
改められました。平成31年５月20日の「世界計量
記念日」に正式に新定義に移行することになって

います。

１．長さ（メートル）ｍ
○定義：光が真空中を約３億分の１秒間に進

む距離

２．質量（キログラム）kg
○定義：量子力学を応用し、電子の質量に関

係する「プランク数」から求める。

○今までの定義：人工物である原器（直径、

高さとも39ミリ、白金・イリジウム

合金製）

３．時間（秒）S
○定義：セシウム原子が出す光が約92億回振動

する時間

４．電流（アンペア）A
○定義：真空中に１メートルの間隔で平行に置

かれた無限に小さい円形の断面を有す

る無限に長い２本の直線状導体のそれ

ぞれを流れ、これらの導体の１メート

ルにつき千万分の２ニュートンの力を

及ぼし合う直流の電流

５．熱力学温度（ケルビン）K
○定義：水の三重点の熱量温度273.16分の1

６．物質量（モル）mol
○定義：0.012キログラムの炭素12の中に存在す

る原子の数と等しい構成要素を含む系

の物質量

７．光度（カンデラ）cd
○定義：放射強度683分の１ワット毎ステラジ

アンで540テラヘルツの単色光を放射

する光源のその放射の方向における光度

質量の定義が改定されることで、私たちの日常
生活に影響が出ることはありません。体重が急に
減ったり、様々な計測機器が不正確になったりは

しませんが、極めて微小な質量はより正確に測定

できるようになるため、ナノテクノロジーや創薬

など微小な量の材料を扱う分野にはプラスに作用

すると期待されています。

・国税／４月分源泉所得税の納付　　　５月10日

・国税／３月決算法人の確定申告（法人税・消費

税等） ５月31日

・国税／９月決算法人の中間申告　　　５月31日

・国税／６月、９月、12月決算法人の消費税等の

中間申告（年３回の場合） ５月31日

・国税／個人事業者の消費税等の中間申告（年３

回の場合） ５月31日

・国税／確定申告税額の延納届出による延納税額

の納付　　　　　　　　　　　５月31日

・国税／特別農業所得者の承認申請　　５月15日

・地方税／自動車税・鉱区税の納付

都道府県の条例で定める日

・国税／５月分源泉所得税の納付　　　６月10日

・国税／所得税の予定納税額の通知　　６月17日

・国税／４月決算法人の確定申告（法人税・消費

税等） ７月１日

・国税／10月決算法人の中間申告　　　７月１日

・国税／７月、10月、１月決算法人の消費税等の

中間申告（年３回の場合） ７月１日

・地方税／個人の道府県民税及び市町村民税の納

付（第１期分）

市町村の条例で定める日

・労務／健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支

払届　　　　　　　　　支払後５日以内

・労務／児童手当現況届（市町村役場に提出）

７月１日

5月の税務と労務

6月の税務と労務

「葵祭り」
5月の葵祭、7月の

祇園祭、10月の時代

祭が「京都三大祭り」

といわれています。

中でも「葵祭」は、毎年5月15日に行われ、

平安貴族の姿そのままの優雅な王朝行列が、京

都御所から下鴨神社を経て上賀茂神社へ向かい

ます。正式名称は「賀茂祭」といい、起源は

567年と伝えられ、葵の葉を御所車や社殿、

装束に飾ることから江戸期には葵祭と呼ばれる

ようになりました。

国際単位系（SI）の7つの基本単位

定義改定における今後の期待
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―― 会員募集中です。（詳細は TEL 3388－6896  中野法人会事務局まで）――

2019年10月1日以降適用する消費税率に関する経過措置 

Q

Q &

A

A

�　旅客運賃等 
　　2019年施行日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、
26年施行日（平成26年4月1日）から2019年施行日の前日までの間に領収しているもの 
�　電気料金等 
　　継続供給契約に基づき、2019年施行日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で、2019年
施行日から2019年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの 
�　請負工事等 
　　26年指定日（平成25年10月1日）から2019年指定日（2019年4月1日）の前日までの間に締結した工事（製造を含みます。）
に係る請負契約（一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウェアの開発等に係る請負契約を含みます。）に基づき、2019年
施行日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等 
�　資産の貸付け 
　　26年指定日から2019年指定日の前日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、2019年施行日前から同日
以後引き続き貸付けを行っている場合（一定の要件に該当するものに限ります。）における、2019年施行日以後に行う当該資
産の貸付け 
�　指定役務の提供 
　　26年指定日から2019年指定日の前日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上役務の提供の時期を
あらかじめ定めることができないもので、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割で支払われる契約（割賦販売
法に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、指定役務の提供※に係るものをいいます。）に基づき、2019年施行日以後に
当該役務の提供を行う場合において、当該役務の内容が一定の要件に該当する役務の提供 
　※「指定役務の提供」とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便益の提供に係る役務の提供をいいます。 
�　予約販売に係る書籍等 
　　2019年指定日前に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡する書籍その他の物品に係る対価を
2019年施行日前に領収している場合で、その譲渡が2019年施行日以後に行われるもの（軽減対象資産の譲渡等を除きます。） 
�　特定新聞 
　　不特定多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞で、発行者が指定する発売日が2019年
施行日前であるもののうち、その譲渡が2019年施行日以後に行われるもの（軽減対象資産の譲渡等を除きます。） 

	　通信販売 
　　通信販売の方法により商品を販売する事業者が、2019年指定日前にその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を
完了した場合において、2019年施行日前に申込みを受け、提示した条件に従って2019年施行日以後に行われる商品の販売
（軽減対象資産の譲渡等を除きます。） 

　有料老人ホーム 
　　26年指定日から2019年指定日の前日までの間に締結した有料老人ホームに係る終身入居契約（入居期間中の介護料金が
入居一時金として支払われるなど一定の要件を満たすものに限ります。）に基づき、2019年施行日前から同日以後引き続き介
護に係る役務の提供を行っている場合における、2019年施行日以後に行われる当該入居一時金に対応する役務の提供 
�　特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）に規定する再商品化等 
　　家電リサイクル法に規定する製造業者等が、同法に規定する特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に係る対価を2019年施行
日前に領収している場合（同法の規定に基づき小売業者が領収している場合も含みます。）で、当該対価の領収に係る再商品化
等が2019年施行日以後に行われるもの  
※　上記以外にも、「リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置」などの経過措
置が設けられています。 

　2019年施行日以降以後に事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れであっても、経過措置が適用される
ものについては、旧税率（8％）が適用されることとなります。 
※　経過措置について、詳しくお知りになりたい方は、国税庁ホームページに掲載している「2019年10
月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ＆A」をご覧く
ださい。 

　経過措置の各規程により、旧税率（8％）が適用される2019年施行日以後に事業者が行う資産の
譲渡等及び課税仕入れについては、必ず経過措置を適用することとなります。 
　例えば、電気料金等の税率等に関する経過措置の適用を受ける電気料金について、新税率（10％）
により仕入税額控除を行うことはできません。 

経過措置が適用される取引は、必ず経過措置を適用しなければなりませんか。 

＝税務のポイント＝（軽減税率制度） 知っとくと　　　  情報 得 ＝税務のポイント＝（軽減税率制度） 知っとくと　　　  情報 得 
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～ＩＣＴを用いて人と人を繋げていく～
平成22年の情報連絡会から始まり、平成24年にＮＰＯ法人
として東京都の認可を取得した中野コンテンツネットワーク
協会は、現在まで様々な事業を行って参りました。
引き続きＩＣＴ・コンテンツ関連の事業を進めながら価値
の創造・創発を生みだし、さらなる地域経済の発展、利便性
向上、賑わい創出に資するための事業を展開して参ります。
おかげさまで、平成30年度は関連４団体による中野区産業
振興推進機構（ICTCO）の運営の他、地域イベントへの協
賛・後援、勉強会の開催、そし
て子供向けＩＴ関連教材の出版
等、幅広い事業展開を行うこと
ができました。
今年度はこれまで培ってきた
会員の技術を持ち寄り、地域マ

ップやコンテンツ、相互コミュニティー
をクラウド上に展開するオンラインハン
ドブックとして、情報の集約と発信を行
う事業を進めて参ります。

年を追うごとに活発なイベントを行うことが出来るように
なったナカノプラプラ。
「中野から世界へ」を合言葉に、区内諸団体との連携を更
に深め、引き続き地域交流事業、情報リテラシー向上活動、
現代文化研究事業、協業推進・産業クラスター化事業、地域
活性化検討事業を進めて参ります。
中野区グローバル戦略推進協議会の基幹団体のひとつ、中
野区産業振興推進機構は、中野法人会も会員である特定非営
利活動法人中野コンテンツネットワーク協会と、他３社によ
り運営されています。

特定非営利活動法人 中野コンテンツネットワーク協会（ナカノプラプラ）からのお知らせ

野 区 だ よ り 野 区 だ よ り 野 区 中 中 中 だ よ り 

中野区オリンピック・パラリンピック推進事業 開催500日前 
（3月17日�　於：四季の森公園前） （中野区観光協会） 

中野ランニングフェスタ2019
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務 署 だ よ り 務 署 だ よ り 務 署 税 税 税 だ よ り 

都 税 だ よ り 都 税 だ よ り 都 税 だ よ り 

5月は自動車税の納期です 

6月は固定資産税・都市計画税第1期分の納期です 

5月は自動車税の納期です 

6月は固定資産税・都市計画税第1期分の納期です 

－都税についてのお知らせ－ 

5月は自動車税の納期です 〈納期限〉5月31日（金曜日） 

〈納期限〉7月1日（月曜日） 

6月は固定資産税・都市計画税第1期分の納期です 

2019年度の自動車税納税通知書は、5月7日（火曜日）に発送します。 
〈納付方法〉納期限までにお納めください。 
◆金融機関・郵便局・都税事務所・都税支所・支庁の窓口 
◆コンビニエンスストア（納付書1枚あたりの合計金額が30万円までのもの） 
◆金融機関・郵便局のペイジー対応のATM、インターネットバンキング、モバイルバンキング、パソコン・
　スマートフォンからクレジットカードでも納付できます（クレジットカード納付には手数料がかかります）。 

2019年度の固定資産税・都市計画税の納税通知書は、 
6月上旬に発送します。 
〈納付方法〉納期限までにお納めください。 
◆金融機関・郵便局・都税事務所・都税支所・支庁の窓口 
◆コンビニエンスストア（納付書1枚あたりの合計金額が30万円までのもの） 
◆金融機関・郵便局のペイジー対応のATM、インターネットバンキング、モバイルバンキング、パソコン・
　スマートフォンからクレジットカードでも納付できます（クレジットカード納付には手数料がかかります）。 

◆口座振替：2019年4月1日（月）から『Web口座振替申込受付サービス』を開始しました。 
　　
詳しくは 

車検が近い方は、金融機関・コンビニエンスストア等の窓口で納付をお願いします。 
自動車税納付から概ね一週間以内に車検を受ける場合は、納税通知書右端の納税証明書をご提示ください。 

〈口座振替のお問い合わせ先〉主税局徴収部納税推進課（03－3252－0955） 

都税　Web口座振替 検索 

2019年度  税務職員採用試験のお知らせ 2019年度  税務職員採用試験のお知らせ 
人事院では、下記のとおり「2019年度 税務職員採用試験」を行います。 

興味のある方は、税務署までお気軽にお問い合わせください。 
◇受験資格 
　�2019年4月1日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して3年を経過していない

者及び2020年3月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 
　�人事院が上記�に掲げる者に準ずると認める者 
 
◇申込手続 
　�申込方法　インターネット申込み…人事院ホームページ上の申込専用アドレスをご利用ください。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html〕 
　�受付期間　2019年6月17日（月）9時～2019年6月26日（水）〔受信有効〕 
 
◇試 験 日　第1次試験　2019年 9月1日（日） 
　　　　　　第2次試験　2019年10月9日（水）～2019年10月18日（金）のうち 
　　　　　　　　　　　　指定された日時 
 
◇問合せ先　中野税務署総務課（TEL  03－3387－8111　内線204） 

2019年度  税務職員採用試験のお知らせ 
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本 部 だ よ り 本 部 だ よ り 本 部 だ よ り 

皆様、熱心に… 大変内容の濃いセミナーでした 講師の齋藤英一氏

大好評!! 事業承継対策セミナー（2月14日）

◆『公益社団法人・第八回通常総会』開催ご案内◆ 

（2019年4月5・6・7日　於：新井薬師公園） 

※詳細は、次回（vol.227号）にて 

『第29回
中野通り桜まつり』に参加予定『第33回中
野通り桜まつり』に参加！！ 1. 日時：2019年5月16日�　午後3時30分より受付　午後4時開会 

第一部『通 常 総 会』（午後4時～）　　 　　13F  スカイルーム 
第二部『感謝状贈呈式』（午後5時15分～）13F  スカイルーム 
第三部『懇親パーティー』（午後6時10分～）13F  コスモルーム 

1. 会場：中野サンプラザ　　1. 会費：8,000円（第三部出席者のみ） 

社内監査に「自主点検チェックシート」
をご活用下さい。 
中野法人会事務局（�3388－6896）
にて配布しております。 
 
 
 
 
 
　　　からもダウンロードできます。 

自主点検チェックシート 

全法連 検索 
▼ 
▼ 
▼ 

中野法人会からのお知らせ 

「自主点検シート」 
入門編の内容 

務 署 だ よ り 務 署 だ よ り 務 署 税 税 税 だ よ り 

○現在、開催が予定されている説明会は以下のとおりです。
（今後、随時更新の予定です。） 
○出席される方は、事前登録が必要です。開催日に合わせ、
事前登録指定日を確認の上、お電話で登録お願いします。 

　《連絡先》中野税務署法人課税第1部門 
　　　　　　03－3387－8111（代表） 
　　　　　　（音声ガイダンスに従って「2」を選択してください。） 
○説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので筆記
用具をご持参ください。 
○尚、ご来場の際、お車での来場はご遠慮願います。必ず
公共交通機関をご利用ください。 

●何れも、開催会場（中野税務署別館2階会議室）・ 
　開催時間（15時～16時）・定員（40名）です。 

軽減税率制度説明会　開催日程一覧表 

開催日 

5月15日� 

6月 3日� 

7月26日� 

8月 7日� 

9月18日� 

10月 9日� 

事前登録 

5月13日� 17時まで 

5月30日� 17時まで 

7月24日� 17時まで 

8月 5日� 17時まで 

9月13日� 17時まで 

10月 7日� 17時まで 
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新入会員特別研修会・交流会 新入会員特別研修会・交流会 新入会員特別研修会・交流会 
恒例の『新入会員特別研修会・交流会』が、３月18日�中野サンプラザで開催され、75名の方が参加されました。

（株）東京セントラル　秋山和亮 
　この度は中野法人会新入会員研修会＆交流会に参加させていただき、
非常にありがたく厚く御礼申し上げます。研修会当日は、役員の方々
の貴重なお話をお聞かせいただき大変勉強になりました。 
　このような場を設けていただきまして本当に有難うございます。 
　第２部の特別交流会においては、思わぬ出会いと名刺交換をさせて
いただき、たくさんの方々と交流をもてまして大変嬉しく存じます。
中野法人会の大きな魅力の一つであると改めて実感した次第でござい
ます。 
　弊社は今年50周年という大きな節目を迎えます。会社は新宿区にご
ざいますが、今後も中野法人会の会員といたしまして会員の増員にお
役にたてますよう活動して参ります。 
　また弊社ＡＩＧ損害保険代理店といたしましても、皆様がお困りに
なられた際には情報提供に努めて参ります所存でございます。 
　今後も中野の皆様と触れ合う場として、中野法人会の活動を大切に
していきたいと考えております。 
　今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（合同会社）フィールドワーク　高橋延宏 
　今回、新人研修会及び懇親会に参加させていただきました合同会社
フィールドワークの高橋と申します。 
　税務知識が全くなく、「税務署は怖い」といった、間違った認識を持
っておりましたが、税務署の方からのご講演で「法人会は身内的な位
置づけである、法人会が適正な税務申告の助けになる、税務署にも質
問に来て欲しい」というような発言もあり、「私の認識は誤っていたの
だな、適正な申告をしていれば力になってくれるのだな」と感じました。
また、中野法人会が橋渡しとなり、相談にも行きやすい環境になって
いるのだなと感じました。 
　地元の先輩経営者の方々との話は、地域密着の中野法人会だからこそ、
わかるローカルな話もあり、大変刺激になると同時に、自分自身のモ
チベーションアップにも、つながりました。 
　この度、青年部にも入会いたしましたので、自社の経営も法人会活
動も精進してまいりたいと思っております。 
　よろしくお願いいたします。 

声 参加された新入会員の皆様の  参加された新入会員の皆様の  参加された新入会員の皆様の  

◆源泉研究部会 
　創立44年目、年６回研修会
を開催、年会費：9,600円 

◆青年部会 
　創立39年目、年齢が50歳迄
の男女どなたでも入会可能、
年会費：6,000円 

◆女性部会 
　創立38年目、女性の経営者、
社員の方どなたでも入会可
能、年会費：3,600円 

※中野法人会には、（源泉研究部会・
青年部会・女性部会）があり、それ
ぞれ独自に活動を展開しております。 

是非、ご入会のご検討を！ 

充実した部会 

多くの皆様に参加して頂きました 

三部会の役員の皆様 

宮島会長 小田署長様 渕野副署長様 横山副会長 矢島副会長 木村副会長
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新入会員特別交流会 新入会員特別交流会 新入会員特別交流会 
参加された新入会員の皆様  参加された新入会員の皆様  参加された新入会員の皆様  

支部長の皆様 署の幹部の皆様 
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平成３０年度新入会員 
 

㈱ コ ク ー ン  

㈲ウエストライフ 

㈲ 白 鷺 企 画  

㈱い わ い 

㈱野方防水工業 

 

 

㈱マフ・コーポレーション 

ウェスタンモータース㈲ 

㈱ ア キ ル ノ 

㈱ワイズ・カンパニー 

 

 

㈲ 山 水 ネ ジ  

㈱OUT LOUD FACTORY 

㈲ 美 游 社  

㈲シャオリン・トレーディング 

 

 

ヤ シ マ 工 業 ㈱  

㈱ 八 幡 製 麺 所  

 

 

㈱キネシオセラピー 

㈱愛　　　　介 

㈱リンクサービス 

 

 

㈱Shared Energy 

㈱東 京 寺 

㈲ ヴ ァ リ ス  

 

 

アンカーミルズ㈱  

㈱タケダワークス 

㈱ カ ン ペ ー ル  

 

㈱Pine Luck Japan 

㈱ブ ン 

 

 

 

㈲ ス ク ウ ェ ア  

合同会社 フィールドワーク 

㈲ 江 藤 書 店  

㈱JINフードビジネスコンサルティング 

㈱ Ｇ Ｏ Ｅ Ｎ  

 

 

 

㈱桜井エンジニアリング 

㈱三喜リアルエステート 

㈱ケイエスジェイ 

 

 

㈱ エ リア 広 告  

㈲すこやかハウス 

㈱環球リフレッシュメント 

㈲新行内工務店 

 

 

（宗）寶 　 福 　 寺 

 

 

（同）高　　　　砂 

税理士法人　SVC 

㈱ハナ･メディテック 

あなたと創る明日の中野の会 

ゴ ッ ク ㈱  

㈲ 野 木 製 作 所  

㈱ R i g h t  

ルナナンWebサイト制作 

ユ ー ハ ピ ネ ス  

㈱大出電設工業 

㈱オートクリーン 

㈱フェニックス リペアラー 

グリーンライフサービス㈱ 

坂 本 祐 介  

（一財）あんしん財団 北東京支局 

ス ペ ー ス Ｋ  

ビ セ ン テ  

㈲ 丸 　 高  

シプレ国際司法書士事務所 

㈱ グ ル ー ヴ  

㈲ シ エ ン  

㈱KURESUTA 

㈱ティーオーツー 

㈱ 海 老 一  

合同会社　クアッガ 

島田朋文 BAR23 

太 宰 彰 宏  

戸 塚 乳 業 ㈱  

荒木ちはる事務所 

モ ト リ コ ㈱  

㈱東京セントラル 

スターツＣＡＭ㈱城西営業課 

原　田　喜一郎 

越 川 博 文  

医療法人社団 健永いずみ会 

川 畑 雄 二  

 

上鷺宮4－1－19 

鷺宮5－18－27 

白鷺2－42－11 

白鷺2－48－4 

野方6－40－11 

 

 

江古田1－26－11 

江古田4－20－24 

江原町2－3－17 

江原町2－12－20 

 

 

大和町1－6－9 

野方1－43－13ー202号 

野方2－4－6－205 

野方6－29－8 

 

 

新井2－10－11 

新井2－20－9 

 

 

新井5－23－4－1Ｆ 

上高田2－1－3－302号 

上高田5－24－1－1F 

 

 

中野4－1－1－9階 

中野4－20－6 

中野5－24－18－803 

 

 

東中野1－50－4羽場ビル 

東中野4－5－3－101 

東中野4－29－9 

 

野方4－19－4ー1Ｆ 

中野3－40－3 

 

 

 

中央3－13－11－401 

本町4－23－15 

本町4－30－22 

本町4－31－10－104号 

本町4－44－13ー2Ｆ 

 

 

 

中央1－1－3－4階 

中央2－31－8 

本町2－54－13－4Ｆ 

 

 

弥生町2－7－5－2Ｆ 

弥生町2－22－6 

弥生町3－20－10中山ビル 

弥生町5－27－1 

 

 

南台3－43－2

 

品川区西大井5－2－16－101 

武蔵野市境南町2－9－5－101 

新宿区西落合4－17－12 

野方1－6－2 

豊島区池袋3－50－2 

川越市今福810－4 

練馬区早宮3－20－3 

新宿区矢来町44－5－506 

三郷市東町149－101 

足立区六木3－4－8 

江戸川区南小岩8－13－2 

日本橋箱崎町7－2－401 

昭島市松原町1－11－21 

墨田区錦糸1－2－1－17階 

新宿区信濃町34番地5階 

新井5－27－2 

上高田3－40－5和合ビル203 

新宿区天神町63－205 

新宿区左門町20番6－802号 

新宿区西落合2－20－1－101 

新宿区歌舞伎町2－13－2 

新宿区歌舞伎町1－5－9－10Ｆ 

中央区新川2－1－31－2Ｆ 

渋谷区千駄ヶ谷5－32－6 

練馬区高松3－21－26－202 

中野5－48－9ー2F 

鴻巣市吹上本町1－10－11 

新宿区高田馬場3－36－6 

中野2－12－5 

中野2－18－5 

新宿区西新宿7－5－25－2Ｆ 

日本橋3－4－10－6Ｆ 

本町4－45－6 

中央2－49－1東京トヨタ自動車㈱ 

文京区小日向4－6－15－4Ｆ 

小平市上水南町2－4－20

第8支部（中野１丁目～３丁目） 第1支部（上鷺宮・鷺宮・白鷺・若宮） 賛助会員 

第12支部（南台） 

第11支部（弥生町） 

第7支部（東中野） 

第9支部 
（中央３丁目～５丁目、本町４丁目～６丁目） 

第10支部 
（中央１丁目～２丁目、本町１丁目～３丁目） 

第2支部（江古田・江原町・丸山・沼袋） 

第3支部（大和町・野方） 

第4支部（新井） 

第5支部（松が丘・上高田） 

第6支部（中野４丁目～６丁目） 

◆東法連特定退職金共済会◆ ◆全法連・東法連◆

2月20日 中野からお二人が受賞されました（於：明治記念館） 講師：和氣光氏 講師：加藤淳子氏講師：小野平八郎氏 講師：森信茂樹氏

2月13日 全法連・税制セミナー
（於：ハイアットリージェンシー東京）

3月6日 東法連・税制講演会
（於：京王プラザホテル）
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―― 会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 
支部・役員会を開催！
各支部共、平成30年度の事業・収支報告と2019年度の事業などについて活発に話し合われました。

４月開催予定の『春の定時総会＆税務研修会』についても意見交換を行いました。

第1支部（久保支部長） 

第5支部（谷津支部長） 

第9支部（櫻井支部長） 

第2支部（宮治支部長） 

第6支部（斉藤支部長） 

第10支部（鈴木支部長） 

第３支部（飛田支部長） 

第7支部（三橋支部長） 

第11支部（秋元支部長）＆第12支部（中澤支部長） 

第4支部（鳥居支部長） 

第8支部（川村支部長） 

《第9・第10支部》

◆「恒例の日帰りバス研修会」3月23日（土）◆（鹿島神宮＆ふれあいランド＆貞千代）

中野法人会 二支部合同日帰りバス研修会
浅草 助六の宿 貞千代 ～～～夕食は“貞千代”で盛り上がりました～～～

三好様 鹿島神宮櫻井支部長 鈴木支部長

支部 支部 時　間 開　催　場　所 開 催 日  時　間 開　催　場　所 開 催 日  

春の税務研修会開催 春の税務研修会開催 （4月2日から4月22日） 
（今回のテキストを無料で差し上げます。希望される方は事務局まで） 

テーマ：平成31年度  ここが変わる！ ことしの税制改正 

（4月2日から4月22日） 

1 

2 

3 

4 

5 

6

7 

8 

9 

10 

11 

12

14：00 

16：00 

16：00 

16：00 

14：00 

14：00

14：00 

16：00 

16：00 

16：00 

16：00 

16：00

４月15日 

４月９日 

４月10日 

４月10日 

４月２日 

４月２日 

月 

火 

水 

水 

月 

月 

４月11日 

４月16日 

４月22日 

４月８日 

４月８日 

４月８日 

木 

火 

月 

月 

月 

月 

西武信金・東中野支店 

西武信金・本 店 ５ 階 

西武信金・本町通支店 

西武信金・本町通支店 

西京信金・南中野支店 

西京信金・南中野支店 

西 武 信 金・鷺宮支店 

西 京 信 金・沼袋支店 

西 京 信 金・野方支店 

法 人 会 館・２階会議室 

法 人 会 館・２階会議室 

法 人 会 館・２階会議室 



成績は下記の通りです。
（敬称略）

●優　勝　柴野　直樹
●準優勝　古屋　　通
●第３位　米持　大介
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―― 部会員募集中です。（詳細は TEL 3388－6896  中野法人会事務局まで）――

◆『親睦ゴルフコンペ』を開催 ◆（3月13日　於：レイク相模カントリークラブ）
～ 精鋭8名が熱戦を展開…！ ～

部 会 だ よ り 部 会 だ よ り 部 会 だ よ り 

《青年部会　東法連・第4ブロックニュース》
2/25�　東法連青連協　平成30年度全体連絡会議

（於：ハイアットリージェンシー東京）当会より４名参加
3/11�　東法連青連協　第4ブロック連絡協議会

（於：AP西新宿６階）当会より３名参加

～～～～参加された皆様～～～～ 終了後の表彰式・懇親会

【1枚のシートでスッキリ作成
必ず成功する「経営計画の立て方」】

２月度、３部会は、斎藤会計事務所の齋藤英一
氏を招聘して研修会を行いました。
（導入部）・売上だけ拡大すればいいのか？

・利益だけ確保すればいいのか？
・その人材は確保できるのか？

（解決法）・現状を把握して改善点を洗い出す！
・社員全員が意識を共有する！

（成長企業の３つの特徴）
（成長する会社の３つの条件）
（具体的な経営計画）
（改善点はどこか）
（生きた経営計画）
（中期５か年計画作成セミナー）
等々。
大変に内容の濃い研修をして頂きありがとうご
ざいました。

◆《女性部会（2月6日）》《源泉研究部会（2月7日）》《青年部会（2月8日）》「研修会」を開催 ◆

講師の齋藤英一氏

3月7日 源泉研究部会役員会3月7日 女性部会役員会 3月8日：青年部会役員会

2月6日（女性部会） 2月7日（源泉研究部会） 2月8日（青年部会）

３月12日、京王プラザホテルで開催され、当会か
ら３名が参加しました。始めに「復興は道から始ま
る」という題で環境プランナーの芥川麻実子氏が講
演。次に「税に関する絵はがきコンクール」の選考
結果発表があり、小池都知事も出席されました。

《女性部会》

◆東法連女連協平成30年度全体連絡会議◆

入賞作品の展示参加された皆様 表彰式

◆東法連青連協　交流ボウリング大会◆

3月7日（於：東京ドームボウリングセンター）当会より5名参加
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―― 部会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

青年部会独自で“租税教室”を実施！ 

2月8日（区立白桜小学校6年1・2組（クラス別）） 

～ 講師：根本様・山田様　　アシスタント：鳥居氏・小高氏　　税金カルタ：滝口氏・柴野氏　　最後の挨拶：竹下氏 ～ 

2月10日（区立谷戸小学校6年1・2組（クラス別）） 

講師：米持氏・渡�氏　　アシスタント：鳥居氏・米持氏・吉田氏・小高氏　　税金カルタ：柴野氏・竹下氏　　最後の挨拶：竹下氏・柴野氏 

2月9日（区立桃園第二小学校6年1・2組（合同）） 

～～ 講師：吉永氏・根本様　　アシスタント：滝口氏・小高氏　　税金カルタ：滝口氏　　最後の挨拶：滝口氏 ～～ 

2月9日（区立桃園小学校6年1・2組（合同）） 

～～～ 講師：根本様　　アシスタント：滝口氏・小高氏　　税金カルタ：吉田氏　　最後の挨拶：谷津様 ～～～ 

3月5日（区立向台小学校6年1組） 

～～ 講師：根本様　　アシスタント：新井氏・安田氏・小高氏　　税金カルタ：吉田氏　　最後の挨拶：柴野氏 ～～ 

3月3日（恒例の東京マラソン）東京がひとつになりました 

東京マラソン 事務局だより 
　平成31年４月１日付で、
三國勝幸氏が次長に就任し
ました。これからも皆様の
縁の下の力持ちとして尽力
して参りますので、どうぞ
よろしくお願い致します。 
（専務理事：佐藤憲光） 

活発な社会貢献活動を展開 !!活発な社会貢献活動を展開 !!
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新宿支社/
東京都新宿区新宿4-3-25(TOKYU REIT新宿ビル6F)
TEL 03-3357-5221

東京第二プロチャネル営業部/
東京都新宿区西新宿2-4-1(新宿NSビル)
TEL 03-6894-9110

～～～～～～～～～～～ 今年も大変盛り上がりました ～～～～～～～～～～～ 

～ 安田部会長を中心に事前打合せ ～ ～～ 応援して頂いた皆様 ～～ 

～～～～ 開会式 ～～～～ ～ 宮島会長・酒井区長・根本様 ～ 

中野ランニングフェスタ2 0 1 9中野ランニングフェスタ2 0 1 9

活発な社会貢献活動を展開 !!活発な社会貢献活動を展開 !!
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―― 会員募集中です。（詳細は TEL 3388－6896  中野法人会事務局まで）――


